
 

令和3年度楽田児童センター2階有効活用に関する民間提案制度の審査結果について 

 

1 提案募集事業の概要 

(1) 事業名 

楽田児童センター2階有効活用 

(2) 事業概要 

楽田児童クラブの実施場所を令和 4 年 1 月 31 日から楽田小学校内に移転したことにより、

空室となる楽田児童センター2階の有効活用を図るため、広く民間提案を募集する。 

 

2 審査の経緯 

(1) ヒアリング 

提案書類をもとに提案者に対するヒアリングを実施 

ア 実施日：令和4年1月 31日（月）1時間程度 

イ 会 場：犬山市役所本庁舎会議室 

ウ 実施者：犬山市教育部子ども未来課  

(2) 審査 

提案書類及びヒアリング内容をもとに審査を実施 

ア 実施日：令和4年2月 10日（木） 

イ 会 場：犬山市役所本庁舎401会議室 

ウ 審査会：犬山市経営会議（市長、副市長、教育長及び部長級の職にある者により構成） 

3 審査結果 

 

 

提案者 採否の主な理由 結果 

特定非営利活動法人 

シェイクハンズ 

提案事業者は、これまでにも日本語学習支援や放課後の居場所づ

くりを実施しており、楽田地区の地域課題である困難を抱える外国

籍や貧困家庭の子ども達の生活サポートと、より良い教育環境を与

えてきている。子ども達が貧困等の連鎖から抜け出す機会を得るこ

とは、将来的に地域の人材を育てることに繋がる。 

多様な困難を抱える子ども達の包括的な居場所をつくり、子育

て支援を図るといった地域課題に対処することができるこの提案

事業は、子育て支援のみならず楽田地区の地域活性にも寄与する

ものと考えられ採用とする。 

採用 


